
 第４４号議案 

 

 

職員の退職手当に関する条例等の一部を 

改正する条例の制定について 

 

 職員の退職手当に関する条例（昭和３０年亀岡市条例第２８号）

等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成２５年３月４日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の退職手当に関する条例（昭和３０年亀岡市条例第 

２８号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第５項ただし書中「計算と」を「計算の基礎と」に改め

る。 

 第９条の見出し中「予言」を「予告」に改める。 

 第１０条第７項第２号中「特別受給資格者」を「特例受給資格

者」に改め、同条第１１項第４号中「もの」を「者」に改める。 

 第１９条第６項中「第１２条」を「第１６条」に改める。 

 附則第３項中「２０年以上」及び「及び傷病又は死亡によらず、

その者の都合により退職した者」を削り、「１００分の１０４」

を「１００分の８７」に改め、同項に後段として次のように加え

る。 

 この場合において、第６条の５第１項中「前条」とあるのは、

「前条並びに附則第３項」とする。 

 附則第４項中「３６年」の次に「以上４２年以下」を加え、 
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「（傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者（第

１６条第１項各号に掲げる者を含む。次項において同じ。）を除

く。）」を削り、「その者の勤続期間を３５年として前項の規定

の例により計算して得られる」を「同項又は第５条の２の規定に

より計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改める。 

 （職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和

４９年亀岡市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 附則第４項中「第３条中傷病により退職した者に係る退職手当

に関する部分、新条例第４条若しくは第５条」を「第３条から第

５条まで」に改め、「２０年以上」及び「、新条例第３条から第

５条の３まで及び条例第３８号附則第６項の規定にかかわらず」

を削り、「１００分の１０４」を「１００分の８７」に改める。 

 附則第５項中「（傷病又は死亡によらず、その者の都合により

退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。）」を削り、

「３６年」の次に「以上４２年以下」を加え、「、新条例第３条

第１項及び第５条の２並びに条例第３８号附則第６項の規定にか

かわらず」を削り、「その者の勤続期間を３５年として前項の規

定の例により計算して得られる」を「同項又は新条例第５条の２

の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改

める。 

 附則第６項中「、新条例第５条から第５条の３まで及び条例第

３８号附則第６項の規定にかかわらず」を削る。 

 （職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改

正） 

第３条 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（平

成１５年亀岡市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 附則第４項中「４４年」を「４２年」に改める。 

 （職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成

１８年亀岡市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２条第１項中「退職手当の額が」を「額（当該勤続期間 
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が４３年又は４４年の者であって、傷病若しくは死亡によらずに

その者の都合により又は公務によらない傷病により退職したもの

にあっては、その者が旧条例第５条の規定に該当する退職をした

ものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を３５年として旧条

例附則第３項の規定の例により計算して得られる額）にそれぞれ

１００分の８７（当該勤続期間が２０年以上の者（４２年以下の

者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及

び３７年以上４２年以下の者で公務によらない傷病により退職し

たものを除く。）にあっては、１０４分の８７）を乗じて得た額

が」に改め、「附則第８条の規定による改正後の」及び「附則第

９条の規定による改正後の」を削る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例

（以下この条において「新退職手当条例」という。）附則第３項

（新退職手当条例附則第５項及び第３条の規定による改正後の職

員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第４項に

おいてその例による場合を含む。）及び第４項の規定の適用につ

いては、新退職手当条例附則第３項中「１００分の８７」とある

のは、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に

おいては「１００分の９８」と、同年４月１日から平成２７年３

月３１日までの間においては「１００分の９２」とする。 

第３条 第２条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例

の一部を改正する条例附則第４項（同条例附則第６項においてそ

の例による場合を含む。）及び第５項の規定の適用については、

同条例附則第４項中「１００分の８７」とあるのは、平成２５年

４月１日から平成２６年３月３１日までの間においては「１００

分の９８」と、同年４月１日から平成２７年３月３１日までの間 
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においては「１００分の９２」とする。 

第４条 第４条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例

の一部を改正する条例附則第２条第１項の規定の適用については、

同項中「１００分の８７」とあるのは、平成２５年４月１日から

平成２６年３月３１日までの間においては「１００分の９８」と、

同 年 ４ 月１ 日 から 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の間 に お い て は 

「１００分の９２」と、「１０４分の８７」とあるのは、平成 

２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間においては

「１０４分の９８」と、同年４月１日から平成２７年３月３１日

までの間においては「１０４分の９２」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44-4 



職員の退職手当に関する条例等の一部 

を改正する条例案要綱 

 

 

１ 国家公務員の退職給付水準の見直し等のための国家公務員退職

手当法等の一部改正に伴い、退職給付の官民均衡を図るため、退

職手当の基本額に係る調整率を国に準じて、次のとおり段階的に

引き下げること。  

 

期  間 調 整 率 

現行 １０４／１００ 

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 ９８／１００ 

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 ９２／１００ 

平成２７年４月１日以降 ８７／１００ 

 

２ １の調整率は、退職事由及び勤続年数にかかわらず、全ての退

職者に適用すること。  

 

３ その他所要の規定整備を図ること。  

 

４ この条例は、平成２５年４月１日から施行すること。  
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